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1. 由比地すべり地の概要 

―災害履歴と事業経過― 

静岡市清水区由比地区は，重要な保全対象を

護るために様々な治山技術(地すべり防止対

策)が駆使された箇所である。由比地区は，蒲原

町と旧清水市に挟まれた駿河湾沿いの町で，江

戸時代には東海道 16 番目の宿場町として栄え

た。町域の東側に比較的平坦地が多く，この近

傍を東名高速道路,国道 1 号,東海道本線,県道,

東海道新幹線が平行して走っており，通信回線

を含めると，この地域の施設はわが国の大動脈

であり，さらに由比漁港等の漁業の拠点もあり，

地すべり防止事業の保全対象は，わが国屈指の

重要性を帯びた地域である。 

図 1 静岡市清水区由比地すべり地全景 25）,30) 

（静岡県の地形・地質概要） 

静岡県は南北 118 ㎞，東西 155 ㎞，面積 8,000 

平方㎞(全国 13 位)である。地形は山梨・長野

県境に 3,000ｍ級の山岳 6 座があり，急峻な山

地，急流河川，幅の狭い海岸線，伊豆のリアス

式海岸，および深い海(駿河湾)が特徴的である。 

図２ 静岡県の地質概要図 9） 

地質構造線としては中央構造線が県の西側

をかすめており，糸魚川静岡構造線が県央を貫

いている。地質は南から古第三紀，中生代，古

生代と北へ行くほど古い地質となっている。 

由比は糸魚川静岡構造線の東側に位置し，新

第三紀層に相当する地質からなっており，また

県東部や伊豆半島では新第三紀層を富士山な

どから噴出した溶岩が覆っている。 

図３ 由比地すべり防止区域の地区名 25） 

（由比地すべり防止区域） 
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昭和 33 年 3 月，地すべり等防止法制定に伴い，

翌昭和 34 年 1 月，同地区のうち 18.54ha が地

すべり防止地区に指定され，その後，6 回の追

加指定を経て計 264.22haの指定地となった 19）。 

表 1 由比町における地すべり災害史 25）,29） 

 

（直轄地すべり対策事業） 

由比地区の地すべり対策は，静岡県と林野庁

東京営林局によって昭和 23 年から第一次直轄

事業が開始され，昭和 36 年発生の寺尾地すべ

り対策として第二次直轄事業が行われた。 

図４ 由比地すべり地の事業経過 29） 

また，昭和 49 年 7 月の豪雨による地すべり

災害を契機として，昭和 50 年度から第三次直

轄地すべり防止事業が開始された。昭和 53 年

度には大規模地震対策特別措置法に基づき，国

土庁由比地区震災対策技術委員会の答申によ

り，震災対策を盛り込んだ事業が行われた。第

三次直轄事業は昭和 50年度～平成 12年度の 26

年間にわたり，総工事費は約 385 億円である。 

なお，平成 12 年度には，地すべり挙動等を監

視するための自動観測システムと防災機能を

備えた由比地すべり管理センターが設置され，

平成 13 年 4 月から静岡県に引き継がれた 25)26）。 

2. 石材と木杭の時代 

― 第一次直轄地すべり防止事業 ― 

昭和 23 年９月，アイオン台風来襲時に，寺尾

地区の斜面で地すべりが発生し，中ノ沢に約

75,000ｍ3の土砂が流下した。土砂は国鉄東海道

線に到達して鉄道不通が 7 時間に及び，この斜

面復旧対策として，林野庁東京営林局による第

一次直轄地すべり防止事業が行われた。事業は

昭和 23 年から 30 年度まで，総工費約 1.1 億円

で実施された。第一次直轄事業では，表面水処

理のための水路工，石材による渓間工，浅層地

下水排除を目的とした暗渠工，および抑止工と

して木杭による杭打工が行われた。 

写真 1 寺尾付近の全貌(昭和 28 年撮影) 1） 

（第一次直轄事業の施工地） 

第一次直轄事業については，東京営林局由比

治山事業所が昭和 30 年 5 月にまとめた貴重な

写真集が残されている 1）。施工地は，中ノ沢と

寺尾沢に囲まれた幅 200ｍ，高さ 150ｍの上部

斜面(三角形の部分)周辺の崩壊対策，両沢の渓

間工，西側の寺尾大沢の渓間工，ゴミ沢地すべ

りの対策，東側では濁沢と今宿平地すべりの対

策である。写真 1 に見られる寺尾地区の中ノ沢

と寺尾沢に囲まれた三角形部分の急崖は，約 8

年後の昭和 36 年３月に大崩壊し，大規模な寺

尾地すべりを誘発している。また約 20 年後に

地すべり活動後，土石流化した濁沢の急崖と上
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部の今宿平地すべりの写真も残されている。 

（石材の調達と運搬） 

当時の地すべり防止対策は，石材（玉石・

砂・砂利）を用いた渓間対策，および編柵と

石積土留による斜面対策が主流である。石材

のうち玉石は，富士川上流(由比 37 ㎞)から，

砂・砂利は安倍川から調達したようである。 

写真２ 石材の運搬（インクライン）1） 

玉石は軌道(インクライン)による搬入とし，

砂・砂利等は索道を利用した。また第一次直轄

事業においては，資材運搬道路を作設せず，イ

ンクラインや索道による機械化運搬の先鞭を

つけたと評価されている 32）。 

（練積堰堤：石材と石工） 

濁沢の渓間対策として石積による堰堤が施

工された。アーチ型(幅 2.0ｍ，高さ 2.2ｍ)の

大きな水抜きが設置されており，豪雨時の土

砂流出防止を考慮したとみられる。 

写真３ 濁沢の治山堰堤（アーチ型水抜）1） 

放水路天端・側面など破壊されやすい箇所

には「役石」を使用し，役石を作設する「石

工」という技術者の写真も残されている。 

（今宿平地すべりの暗渠工） 

濁沢上方の今宿平では，浅層地下水排除のた

めの暗渠工が施工された。暗渠は勾配 2～5％で，

深さ 4～8ｍと規模が大きく，床掘りによる付近

の地すべり助長防止と人命の安全確保のため

に，矢板・松角材・松丸太などの支保材が用い

られた。 

（木杭による杭打工：昭和 28 年） 

今宿平では，今日の杭打工の原点である木杭

による杭打ちが多用されている。木杭（マツ・

カラマツ丸太：中央径 20 ㎝，長さ 5～8ｍ）は

1～2ｍ間隔に 1 箇所 2 列，斜面方向では 30～50

ｍ間隔で打設された。杭の打込み作業では，杭

先に金物を設け，杭頭に金環を使用し杭を保護

した。また，落錘重量は 150 貫(560 ㎏)で，15

㏋原動機付き巻き上げ機を用いた。 

写真 4 木杭による杭打ち（今宿平）1） 

（隧道：排水トンネル） 

中ノ沢では昭和 28 年度に隧道(排水トンネ

ル)が施工された。掘削には木製支保材が使わ

れている。隧道は上長 1ｍ，下長 1.5ｍ，高さ

1.65ｍ，鳥居間隔 80 ㎝との記載がある。支保材

は松丸太や松板が使用され，隧道路盤に杉皮を

敷いて掘削中の利便を図ったようである。 

（編柵と石積工） 

第一次直轄事業では，編柵や石積など，地場

産の材料を使った斜面対策が行われている。編

柵や石積は古くは 17 世紀の藩政時代から施工

されているが，当時は石材と木杭の時代であり，

緑化基礎工が確立された時代といえる。 
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3.  日本初の大規模排土工 

―第二次直轄地すべり防止事業― 

3. 1  由比寺尾地すべりの発生と対応 

（昭和 36 年寺尾地すべり）2），5） 

昭和 36 年 3 月 14 日，静岡県由比町寺尾地区

で地すべりが発生し，当時の国道１号を襲い，

さらに東海道本線に脅威を与える形となった。 

このため，地元住民を緊急に避難させると共

に自衛隊の出動により応急作業を進めた。寺尾

地すべりの移動土砂量は，約 120 万ｍ3である。 

図 5 寺尾地すべり（昭和 36 年 3 月発生)19)，20） 

当時は新幹線や高速道路がない時代で東西

の幹線が途絶し，長引けば社会不安のもととな

るために，国として非常に重要な問題になり，

当時の閣議の議題になった。由比寺尾地すべり

のために閣僚懇談会が設置され，地すべり防止

対策を林野庁が第二次直轄事業として実施し，

調査は東京営林局と多くの経験をもつ建設省

土木研究所が担当した。由比寺尾地すべり対策

は，５年の歳月と 17 億円の工事費で行われ，昭

和 41 年 3 月に概成に至った 4）,28）。                                        

（由比寺尾地すべり調査）2），5） 

地すべりは底辺幅約 200ｍ，高さ 150ｍの三角

形の急斜面部が崩落し，もともと崖錐堆積帯を

呈していた山腹斜面が上部載荷を受けて地す

べりに発展したものとされている。地すべりは

滑落斜面，崩土堆積区域，および匍行区域に区

分され，移動面積は約 8ha で，最大移動速度は

約 1.7ｍ/時間である。地質は第三紀の砂質・礫

岩・泥岩・凝灰岩等からなり，地すべり移動方

向に対して受盤をなしている。また，地すべり

地上部の急傾斜面においては礫岩・砂岩が優勢

で，中・下部の緩斜面は泥岩・凝灰岩が優勢と

なる。また斜面下方では，崩積土の下位に軟質

泥岩が厚く(最大 30ｍ)分布している。 

図 6 寺尾地すべり平面図 2） 

図 7 寺尾地すべり地質断面図 2） 

寺尾地すべりの調査は，物理探査として自然

放射能探査，電気探査，弾性波探査。地質調査

として調査ボーリング(18 孔)，水平調査ボーリ

ング(6 孔)などが実施された。 

3. 2  日本初の大規模排土工事 

地すべり対策としての本格的な排土工は，

日本で初めて由比寺尾地すべりで実施された。 

工事については，人見秀武ら(1965)2）による

詳細な工事報告がある。 
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（1）排土工事 

図 8 工事総合平面図（昭和 40 年 3 月）2） 

排土総量は 142 万ｍ3 で，昭和 36 年 7 月に

排土に着手し，昭和 39 年 3 月に終了した。 

図 9 大規模排土工竣工(昭和 41 年 3 月)4） 

恒久的な復旧対策の主体は排土工で，地す

べり本体の排土（424,000ｍ3）は，第１次から

第 8 次に区分して 2 年半を要して，地すべり

斜面の動向を見ながら施工された。また，山頂

部の排土は将来の地すべり発生の芽を摘む目

的で，昭和 39 年 2 月から 40 年 3 月までの間

に 600,000ｍ3が排土された。 

 

 

3. 3  排土工事に伴う諸課題 

排土工事の進展に伴って，様々な課題が

浮上した。 

（１）泥岩排土面・基礎床掘面の脆弱化 

泥岩排土面やダム基礎床掘面は，乾燥時に

おいて硬質な安定した岩相を呈するが，降雨

後たちまち泥土化する。排土面等を放置せず

早急に処理することが求められた。 

（２）重機による踏み固めの問題 

寺尾地すべりの末端部では，雨水による表

土の流出が激しく，また排土用重機に乱され

た表土の泥濘化により工事はしばしば中断し

た。これは鋭敏比に富むロームなどの土を重

機等でこね返したため，土粒子間の結合組織

が壊れて，土の強度が減少したことによるも

のと考えられる。 

（３）杭打工・擁壁工・治山ダム 

図 10 基礎杭付き擁壁（L=92.1m）2） 

このため，昭和 36 年 7 月に寺尾沢への表土

流出防止のために 400 本のコンクリート杭が

打ち込まれたが，硬質な泥岩部分への打ち込

みは難航し，翌昭和 37 年，杭は全て倒伏した

様である。その後，昭和 39 年に寺尾沢治山ダ

ムの上流地点で大口径掘削を行い，鋼管杭（直

径 44 ㎝，肉厚 12 ㎜，長さ 12ｍ）24 本が挿入

された。さらに表土すべり対策として，中ノ沢，

寺尾沢では治山ダムや谷止工が施工され，地

すべり末端部とみられる中ノ沢と寺尾沢の１
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号治山ダムを結ぶ長さ約 90m に及ぶ土留擁壁

工（基礎杭併設）が施工された。 

 

図 11 寺尾沢第３号治山ダム 6） 

また，寺尾沢においては，１カ所あたり 8ｍ

×6 本の鋼管杭を挿入しその上に谷止工を作

設した 5），6）。 

（４）排土完成目前の豪雨災害 

図 12 国鉄の冠水(昭和 39 年 6 月)3） 

排土完成目前の昭和 39 年６月に豪雨があ

り，上部斜面の排土積込場の土砂が流出し，中

ノ沢・寺尾沢を閉塞したことから，国道・国鉄

の７時間不通という事態を招いた。25） 

山頂部の排土のり面には，蛇籠筋・カヤ筋，

山腹ブロック練積・空積，山腹蛇積，張り芝水

路，蛇籠水路，苗木植栽(クロマツ,ヒメヤシャ

ブシ,トゲナシアカシア)，斜面混播(ウィーピ

ンググラス,ケンタッキー31,ヨモギ,カヤ)，

編柵などによる山腹工事（のり面保護工）が行

われたが，とくに緑化目標を設定し，雨水浸透

防止に重点をおいた緑化が強化された。                 

図 13 上部排土のり面の緑化工 3） 

（５）トンネル暗渠および集水井 

地表水の集排水のための水路・暗渠工事と

並行して，地下水排除のためのトンネル暗渠

および集水井がそれぞれ２カ所施工された。 

まだライナープレート等の支保材料は開発

されておらず，木枠による構造となっている。 

泥質岩層の排水はかなり困難であり，表土

の流入もあり，施工あるいは集排水に苦労し

た様子が報告されている。 

（６）海岸の埋め立て・高速道路の盛土 

内陸部を通る予定だった東名高速道路は，

現在の位置に変更され，排土は高速道路の盛

土や海岸の埋め立てに利用された。地すべり

発生から調査，対策工計画・設計など，昭和

30 年代当時としては，極めてレベルの高い技

術を駆使し，高速道路の路線変更など，早急

な決断で実行された。本格的で大規模な排土

工事は，日本で最初の案件である。また，由

比寺尾地すべりは，林野庁が担当するその後

の地すべり防止事業において，大きな転機の

ひとつになったものと思われる。   
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4.  地すべり防止工法の集大成 

―第三次直轄地すべり防止事業― 

昭和 49 年 7 月 7～8 日にかけて，台風 8 号の

影響により 546 ㎜（風篠地区）という異常豪雨

が由比地区を襲い，由比の山地は広範囲にわた

り地すべりや山腹崩壊，土石流が発生した。そ

の被害は，家屋全壊 7 棟，半壊 32 棟，国道１号

23 日間不通，国鉄東海道線７日間不通となるな

ど甚大であり，静岡県の調査・応急対策を経て，

翌昭和 50 年度から第三次直轄地すべり防止事

業が開始された。 

図 14 濁沢の土石流災害(昭和 49 年)25） 

図 15 土石流による集落の被害 25） 

4. 1  地すべり対策の要点 

（1）対策の基本方針 

豪雨に起因する地すべり災害を防止するた

め，治山施設の整備水準を既往最大日雨量とな

った昭和 49 年 7 月豪雨程度の豪雨（風篠，連続

降雨量 546 ㎜，時間雨量 78 ㎜）に耐えるものと

し，保全上重要な箇所から工事を施工する 23）。 

（2） 地すべり防止工 

地すべり防止工法は，大きく分けて抑制工

と抑止工に分類することができる。抑制工と

は，地下水や地形などの自然条件を変化させ

ることによって，地すべりを停止または緩和

させるための工法である。いわば地すべりの

体質を変えるための工法である。一方，抑止工

とは，構造物を用いて地すべりの滑ろうとす

る力を力学的に抑止する工法である。由比地

区においては，排土工，立体排水工（トンネル

暗渠），鋼管杭工，シャフト工，アンカー工（グ

ラウンドアンカー工）などが用いられた。 

由比地すべり防止事業実施区域では，ガス

排除工以外の全ての工種が施工された。 

（抑制工）：地すべりの発生の原因となる因子

の除去・軽減及び地形の変更によって地すべ

り防止を図るもの 25） 

◇地表水排除工（浸透防止工，水路工）：水路

工 11,528m，暗渠工 3,658m など 

◇地下水排除工：浅層地下水排除工(暗渠工，

ボーリング暗渠工，地下水遮断工）・ 

        深層地下水排除工(ボーリング暗渠工，集水

井工，トンネル暗渠工，立体排水工) 

◇排土工：地すべり防止および上部震災対策

として約 140 万ｍ3を排土。 

◇抑え盛土工：27,116ｍ3 

◇ガス排除工：※由比地区では施工されていない。 

◇渓間工（治山ダム工，護岸工，水制工，流

路工）：谷止工 78 基 23） 

（抑止工）：構造物によって地すべりを直接抑

止し地すべり防止を図るもの 25） 

◇杭打工：直径 300mm 以上の鋼管杭，1,924

本施工。 

◇シャフト（深礎）工：直径 4.5ｍ，深さ 40

～60ｍ，鉄筋コンクリート，72 基施工。 

◇アンカー工：拡孔支圧型・先端載荷型等の

グラウンドアンカー 1,588 本施工。 

4. 2  渓間および斜面の地震対策 23），25），31） 

（1）地震対策の基本方針―当初の地震対策― 

昭和 53年度の「大規模地震対策特別措置法」

に基づき，「国土庁由比地区震災対策技術委員

会」の答申により，昭和 57 年度から震災対策を

盛り込んだ事業が実施された。ＪＲ東海道線，

国道 1 号沿いの斜面は急峻な箇所が多く，予想

される東海地震等が発生した場合は，斜面の崩



フォレストコンサル №141（2015） 

８ 

 

壊，地すべり，土砂流出などの危険が大きいの

で，通常の地すべり防止工事のほかに，次の地

震対策が付加(昭和 53年～55年度策定)された。 

（由比地区震災対策技術委員会答申）11），23） 

直撃ゾーン：直接的被害を受ける下部斜面とそ

の周辺の保全対象地域 

① 山腹または渓流に待ち受け式工作物を設

置し対処する。 

② 待ち受け式工作物の設置が困難な場合は，

直接抑え込み工法等で防止を図る。 

③ 設計水平加速度：安政元年(1854)11 月 4 日，

5 日の二つの地震から 450gal。 

→ 直撃斜面での待ち受け式鋼管土留工を

設置し，末端斜面においては，アンカー付

法枠工，アンカー工，アンカー併設鋼管杭

工，擁壁などを作設する。 

間接ゾーン：人家から遠い上部山地 

① 現崩壊土の残土・渓床の不安定土砂，およ

び水平加速度 450gal相当の地震で崩壊する急

崖の土砂を対象とする。 

② 設計加速度は，ダムの堆積土砂が空の状態

で 450gal。満砂状態では 250gal 程度の余震を

考慮する。 

→ 渓流部で土砂待ち受け式治山ダム(オ

ープンダムと呼称)を作設し，治山ダム堆

積土砂の浚渫用治山運搬路を整備する。 

図 16 待ち受け式治山ダムと治山運搬路 25） 

（2）渓流部での待ち受け対策 

地震時の崩壊土砂対策は，待ち受け式治山ダ

ムを寺尾大沢および東倉沢の渓流部に作設す

る。地震時において堆積土砂のない状態で地震

に備えるものとし，豪雨等による堆積土砂を速

やかに排除する目的で治山運搬路が渓流部ま

で施工された。待ち受け用の治山ダムは，幅 1.5

ｍ,高さ 2.1ｍの水抜きを設けた。 

図 17 オープンダム構造図(450gal 対応) 13）31） 

（3）治山運搬路と鋼管土留め工 12）,25） 

一方，表層崩壊のモデル地区(東倉沢急斜面)

では，450 ガル相当の地震時の崩壊発生率は約

40％と推定された。ブロック毎に対策を実施す

るのは難しく，待ち受け式鋼管土留工が採択さ

れた。 

図 18 鋼管土留工(東倉沢)25） 

（4）斜面末端部の地震対策 

図 19 アンカー付法枠工 25） 

由比地すべり地の東倉沢・寺尾・濁沢地区

は崩壊や地すべりブロック末端の急崖に人家

が近接している。したがって，斜面保全度を

確保するための待ち受け式工作物の設置は極

めて困難であり，直接防止を図る観点から，
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アンカー付法枠工，鋼管杭工(アンカー併設)

が施工された。 

4. 3  上部山地への地震追加対策 

（1）長野県西部地震による山地災害 14），15），16） 

昭和 59 年(1984)９月 14 日８時 48 分，長野

県木曽郡王滝村御嶽山付近を震源とする長野

県西部地震(M6.8)が発生した。地震により御嶽

山の南東斜面，伝上川源頭部の標高 1,900ｍ～

2,550ｍ付近にかけて 40ha の崩壊(御嶽崩れ)が

発生し，土石流となって伝上川から王滝川を走

り濁川温泉を埋没させ牧尾ダム湖に流入した。 

図 20 御嶽崩れと土石流 16）,18） 

この災害は死者行方不明者 29 名を出す大惨

事となり，山地にも甚大な被害を与えた。山腹

崩壊で流出した土砂量は，3,360 万ｍ3～3,600

万ｍ3と推定されている 15），16）,18）。 

（２）地震追加対策 

第三次由比直轄地すべり防止事業では，長野

県西部地震による山地災害の態様を踏まえて，

由比地区技術委員会の答申をもとに上部山地

の対策（排土工・立体排水工など）が追加され

た。由比の上部山地に対する地震追加対策の基

本方針と追加対策は，次の通りである。 

《長野県西部地震を踏まえた追加対策》  

※昭和 60 年度由比地区技術委員会答申 14）,25） 

長野県西部地震の特徴： 

① 高標高部に大崩壊発生(標高 2,500ｍ付近，

約 40ha) 

② 土石流到達距離が大きい(10 ㎞以上流下) 

③ 土石流の破壊力が大きい 

④ 被害範囲が広い(被害区域 480ha) →由比

地区震災対策の見直し(技術委員会開催） 

表層崩壊対策： 

由比今宿地区で 450gal 程度の地震発生を想

定した場合，上部山地では標高補正により地

震時の水平加速度は 900～1,350gal となり，

西倉沢・寺尾大沢・濁沢の上部 3 地区では 14

箇所の表層崩壊（崩壊土砂量約 68 万ｍ3)の発

生が予想され，変更計画が策定された。 

① 地震時に不安定となる山腹斜面：上部山地

の尾根部に堆積する崩積土・ロームを対象 

② 地震時の斜面の相対変位量：Um ≧10cm の

崩壊ブロックを対象 

③ 渓流を経由して保全対象を直撃する崩壊 

→ 上部山地の排土工，治山ダム工の追加 

深層崩壊対策 17）： 

① 西倉沢地区標高 250ｍ付近の層厚 10ｍにお

よぶ断層地下水の排除 

 ② 大規模崩壊（深層崩壊）の素因を排除 → 

立体排水工の追加 

 

4. 4  土木学会・林野庁・静岡県の動き 

平成 7 年(1995 年)1 月には兵庫県南部地震に

よる「阪神・淡路大震災」が発生し，この災害

の教訓をもとに，1996 年 1 月，土木学会から土

木構造物の耐震設計基準等に関する第二次提

言が公表された。また林野庁においても，治山

構造物(土留・治山ダム等)への耐震設計などの

治山技術基準が追加改訂された 21）。さらに，静

岡県においては「地震対策 300 日アクションプ

ログラム」がとりまとめられ，県内の東海地震

対策が強化された。静岡県森林保全課では，「地

震時の大規模崩壊対策」，「防潮堤の液状化対

策」，「人家裏治山施設の耐震対策」などの調査

が行われ，「治山構造物における耐震設計基準」

が策定された 22）。 

4. 5  地すべり監視施設 

昭和 50 年から始められた第三次林野庁直轄

由比地すべり防止事業は，26 年の歳月と約 385

億円の工事費をかけて，平成 13 年 3 月に概成

となった。概成にあたっては，地すべりの挙動

等を監視する自動観測システムを構築し，同時
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に防災機能を備えた由比地すべり管理センタ

ーが設置された。 

由比地すべり管理センターは，自動観測シス

テムの集約局，災害発生時の対策拠点，地すべ

り防止事業報告書等の資料保管，地すべり防止

技術の普及広報などの目的で設置され，諸施設

は静岡県に引き継がれた。 

    

図 21 由比地すべり管理センター 

（１）自動観測システム 

由比自動観測システムで構築されたセンサ

ー類は，雨量計，間隙水圧計，孔内傾斜計，地

中伸縮計，地震計，CCD カメラの各計器が設置

された。 

図 22 自動観測監視位置 25），29） 

（２）データの集積と緊急通知 

センサーが観測したデータ等については，通

信ケーブルと無線伝達装置によって，由比地す

べり管理センター内の自動観測システム室に

集約された後，ＮＴＴ回線を通して静岡県庁，

静岡県中部農林事務所，森林総合研究所等の関

係機関に転送されるようになっている。また，

中部農林事務所に設置したデータベース装置

によってデータが集積されるとともに，異常な

数値が観測された場合は，自動的に緊急通知命

令が発せられ，電話・ＦＡＸ・メールによって

関係機関や関係者に緊急通知が届くシステム

となっている。 

図 23 自動観測システムによる通信網 25），29） 

（３）地すべり管理基準値 24），29），30） 

 地すべり管理基準は，「注意/警戒/避難」

の 3 段階とし，孔内傾斜計と地中伸縮計を

用いて，移動量およびその他管理基準値を

表のとおり設定した。 

表７ 地すべり管理基準値（移動量） 

     表８ その他管理基準値（雨量・地震） 

 

5.  まとめ 

―治山技術・土木技術への貢献― 

由比地区の地すべり防止事業は，昭和 23 年

度から平成 12 年度まで半世紀以上にわたり，

総額 408 億円をかけ，地すべり防止工事が実施

された。昭和 49 年(1974)の七夕豪雨による災

害を最後に，現在まで大きな災害は起きておら

ず，日本の大動脈を護っている。とりまとめに

あたり，由比の治山技術が森林土木としての治

山技術，あるいは一般の土木技術において，ど
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のような貢献を果たしたのかを考えてみたい。 

（１）石材と木杭の時代（第一次直轄） 

第一次直轄地すべり防止事業では，表面水処

理のための暗渠工・水路工，木杭による杭打工，

渓間では石積による堰堤や床固め，のり面では

編柵や伏工などが施工された 1）。いずれも地場

の材料を使った防止工事が行われている。編柵

や石積は古くは 17 世紀の藩政時代から施工さ

れているが，由比地区第一次直轄事業の時代は

石材と木杭の時代であり，渓間工や緑化工の基

礎が確立された時代といえる。 

また資材運搬の機械化として，インクライン，

索道がいち早く採用された 32）。第一次直轄での

施工経験は，その後発生する寺尾地すべりの施

工技術において基盤をなすものと考えられる。 

（２）地下水排除技術 

寺尾地区の中ノ沢では，昭和 28 年度に隧道

(排水トンネル)が施工された。掘削には木製

支保工が使われている。 

また昭和 36 年発生の寺尾地すべりにおいて

も，木製の排水トンネルおよび集水井が施工

されているが，泥岩地帯での地下水排除は難

航したようである 2）。抑制工としての地下水排

除工が地すべり対策として本格的に適用され

るのは，昭和 40 年代前半にライナープレート

支保材が開発されてからである。由比の第三

次直轄地すべり防止事業においては，10 箇

所，5,300ｍに及ぶ立体排水工，15 基程度の集

水井が施工されている 25）。 

（３）杭打工の変遷 

今宿平地すべり地では，昭和 28 年度に今日

の杭打工の原点である木杭(マツ・カラマツ丸

太)による杭打ちが多用されている。また寺尾

地すべり地では，昭和 36 年度に 400 本のコン

クリート杭が打込まれているが，硬質な岩盤

への十分な打込みは難しく，翌昭和 37 年度に

全ての杭は倒伏している 2），5）。 

その後，昭和 39 年度に大口径削孔機を持ち

込み，24 本の鋼管杭(直径 44 ㎝，肉厚 12 ㎜，

長さ 12ｍ)が挿入された 5）。当時は杭頭をＨ型

鋼で連結(ラーメン構造)し，杭頭部の一体化

を図ったようである。同様の構造を大阪営林

局兵庫県畑地すべりの鋼管杭(昭和 44 年度) 7）

にみることができる。また新潟県の福本安正

(昭和 47 年)は，鋼管の挙動を把握するために

鋼管杭にひずみゲージを添付し，杭のたわみ

観測を行っている 8）。治山技術において鋼管杭

の挙動と設計式を理論的にまとめたのは申潤

植(昭和 53 年)10）である。申は抑止杭のたわみ

方の違いについて，杭頭自由の場合，三角形

分布荷重のもとでのβh 値の違いによって，三

角型，放物線型，逆三角型の 3 態で説明され

るとし，杭のたわみは地盤の強さとすべり面

深さに影響されるとしている。 

木杭やコンクリート杭の打込み，大口径削

孔による鋼管挿入杭といった治山技術の流れ

は，由比の地すべり防止事業によって進展し

てきた杭打工の変遷を物語っている。 

（４）大規模地すべりへの抑止対策 

由比の第三次直轄地すべり防止事業は，地

すべり対策工の集大成に特徴がある。通常，

大規模地すべりの推力は極めて大きく，これ
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を抑止することは工費の面で厳しく，抑制工

に頼らざるを得ない現場も多い。 

寺尾および濁沢地区においては，69 基の深

礎杭(シャフト工)が大規模地すべり対策の抑

止工として施工された。由比の治山技術が地

すべり対策工法に貢献した事項のひとつとし

て評価される。なお，由比の場合，現場への

超大口径削孔機の困難さなどからシャフト杭

を採用したが，大型削孔機が搬入可能であれ

ば，超大口径鋼管杭（直径 2ｍ程度）27）の施

工も選択の余地がある。 

（５）排土工 

昭和 36 年発生の寺尾地すべりでは，日本初

の大規模排土工が施工された。排土総量は 140

万ｍ3であり，海岸の埋立て，東名高速道路の

盛土に利用された。排土は５年の歳月を要し

ブルドーザー95 万台，ダンプカー43 万台，出

役作業員 23 万人と報告されている 5）。 

一方，平成 23 年３月 11 日に発生した東北

地方太平洋沖地震は東日本に甚大な影響を与

えた。岩手県陸前高田市(人口２万 4 千人)に

来襲した津波は高さ 15ｍで海岸から 1.5 ㎞付

近まで遡上し，海岸林や家屋を壊滅させた。 

陸前高田市の復興計画においては，市街地

全体を最大 11ｍかさ上げし，二重の防潮堤を

築き，将来の津波にそなえるという選択肢を

とった。かさ上げに必要な土砂は 785 万ｍ3

で，近隣の山から採取し市街地を盛土する場

合，通常の重機では 9 年要することになる。 

したがって，巨大ベルトコンベア(6,000 ト

ン/時間：ダンプの 5 倍以上)を使用し，２年

半で施工する計画が採用された。 

由比の排土工とは時代が異なるが，由比で

の大規模排土工の実績が工法選択の参考のひ

とつになったものと考えられる。 

（６）泥質岩の膨潤とスレーキング 

第二次直轄事業においては，泥岩・凝灰岩

の排土面やダム基礎床掘面の膨潤などに苦労

し，工事がしばしば中断した。第三次直轄事

業においても排水トンネル掘削中の盤膨れな

どにより施工ルートを変更したことがある。 

今日では，これらの現象は解明され，泥岩

や凝灰岩に含まれる粘土鉱物スメクタイトに

よるスレーキングとして説明されており，地

盤工学会などの判定基準も整備されている。 

由比地すべり対策で難航した事象が解明さ

れたという点に，治山技術の土木技術に対す

る貢献が感じられる。 

（７）渓間および斜面の地震対策 

由比地すべり地では，昭和 53 年度から震災

対策を盛り込んだ事業が実施された。地震対

策のうち，直撃ゾーンでは待ち受け式鋼管土

留工を設置し，末端斜面においては，アンカ

ー付法枠工，アンカー工，アンカー併設鋼管

杭工，擁壁などが作設された。また，渓流部
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では土砂待ち受け式治山ダムを作設し，治山

ダム堆積土砂を浚渫するための治山運搬路を

整備した。一方，昭和 59 年 9 月発生の長野

県西部地震による山地災害を踏まえて，上部

山地の対策（排土工・立体排水工など）が追

加された。このような広範で重厚な地震対策

が実施されたのは全国でも由比地すべり地の

みであり，重要な日本の大動脈を護るための

対策として特筆される。 

（８）治山・砂防関連技術年表 

参考表 1 に河川法・森林法制定の明治期から

由比地すべり防止事業が概成した平成 12 年

(2000)までの法律制定・災害復旧・学会創設な

どに関する治山・砂防関連技術年表を整理した。 

由比直轄地すべり防止事業が開始された昭和

23 年(1948)は治山事業開始から 37 年目にあた

り，事業実行中の昭和 33 年(1958)には地すべ

り等防止法が施行された。これにより，全国の

地すべり危険地が指定され地すべり防止事業

が全国各地で実施されるようになった。寺尾地

すべりが発生した昭和 36 年(1961)は，治山事

業が開始されてから 50 年目にあたる。翌昭和

37 年には林野庁治山課と建設省砂防課の人事

交流が開始され，治山と砂防の技術情報の交流

も始まった。 

また，昭和 38 年(1963)には，地すべり総合研

究会(日本地すべり学会の前身)が創設され，昭

和 39 年(1964)からは建設コンサルタント登録

が開始された。第一次直轄事業が開始された昭

和 23 年(1948)から昭和 41 年(1966)に寺尾地す

べり防止工事が竣工するまでの約 20 年間は，

治山事業にとって関連する法律制定や学会創

立など，重要な歴史的な出来事が多くあった時

代であった。 

昭和 50 年(1975)から平成 12 年(2000)まで，

第三次直轄地すべり防止事業が実施された 26

年間は，長野県西部地震(1984)，北海道南西沖

地震(1993)，兵庫県南部地震(1995)などの大規

模な地震が発生し，構造物や山地に大きな被害

を与えた。1996 年には土木学会の耐震設計に関

する提言があり，林野庁治山技術基準に耐震設

計が取り込まれる契機となった。 

（９）由比地すべり管理センター 

平成 12 年度に開設された由比地すべり管理

センターは，自動観測業務，災害記録の展示施

設，事業の広報，研修施設，資料の管理・保管

および災害時の現地対策本部などの役目を担

っている。地すべり災害の展示施設はかなり充

実したもので，国内外にはこのような学習施設

は少なく，近隣住民，幼児，学生，事業者及び

海外からの見学者も多く，興味を持って学習し

ている。由比地区は重要な保全対象を護る治山

技術が集積された地区であり，森林防災教育や

広報といった観点を踏まえて，案内看板の更新，

過去の治山技術写真の展示，森林土木分野の斜

面災害記録写真の掲示など，由比地すべり管理

センターのリニューアルを行い，更に充実した

施設として維持・更新されることを期待する。 

（おわりに） 

巻末に参考・引用文献に示す。由比地すべり

に関する資料は膨大なものが残されており，半

世紀に及ぶ地すべり防止事業の技術概要を整

理することに努めた。重要な保全対象を護るた

めの様々な治山技術が少しでも理解され，また

貴重な文献リストが斜面防災を考える上で参

考となれば幸いである。 
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参考表１　治山・砂防関連技術年表（法律制定・災害復旧・学会創設など）

年 治山・砂防技術などの動き 主な社会の出来事

1896（明治29） ・河川法制定 ・1894年 日清戦争

1897（明治30） ・森林法   ・砂防法制定

1899（明治32） ・国有林野法制定

1907（明治40） ・明治40年，43年 関東，東海地方の諸河川で大水害　・森林法の一部改正 ・1904年 日露戦争

1911（明治44） ・治水事業計画が第27帝国議会で可決  ・治山事業開始

1913（大正2） ・森林法と砂防法の適用上の調和に関する件，制定 ・1914年 第1次世界大戦始まる

1917（大正6） ・加奈木崩壊地（47ha）の復旧対策に着手（高知営林局），昭和39年完成。

1923（大正12） ・関東大地震（M7.9），関東南部，とくに神奈川県西部などに斜面災害多発。 ・1923年 関東大震災（死者10万5千人余，都心部で火災被害）

1931（昭和6） ・亀の瀬地すべり（峠地区）発生（大阪府） ・1931年 満州事変

1932（昭和7） ・内務省大阪土木出張所大和川災害事務所設置，亀の瀬直轄施工開始 ・1933年 丹那トンネル開通

1938（昭和13） ・阪神大水害（時間最大雨量60.8㎜）,六甲山南斜面の崩壊面積：323ha ・1939年 第2次世界大戦始まる

1945（昭和20） ・内務省国土局に砂防課設置　・（財）建設技術研究所創設 ・1945年 第2次世界大戦終結

1947（昭和22） ・農林省の林野局に治山課，新設 ・1946年 日本国憲法公布

1948（昭和23） ・アイオン台風。由比で土砂流出,東海道線不通。第1次直轄地すべり防止事業開始 ・1949年 湯川秀樹博士にノーベル賞

1951（昭和26） ・砂防学会発足。 ・1951年 サンフランシスコ講和条約調印

1954（昭和29） ・保安林整備臨時措置法，制定　 ・1953年 テレビ放送開始

1956（昭和31） ・治山研究会「治山」創刊。森林開発公団法制定。 ・1956年 日本の国連加盟可決

1957（昭和32） ・技術士法（法律第124号）制定　・昭和33年第1回技術士試験 ・1957年 ソ連人工衛星打ち上げ

1958（昭和33） ・地すべり等防止法，制定　・河川砂防技術基準（案）制定。 ・1958年 東京タワー完成

1959（昭和34） ・昭和34年～38年，森林系土木コンサルタント創設。 ・1959年 伊勢湾台風

1960（昭和35） ・治山治水緊急措置法，制定　・土木研究所新潟地すべり試験所，設置。

1961（昭和36） ・昭和36年3月，由比寺尾地すべり発生。由比で大規模排土工に着手 ・1961年 第2室戸台風。災害対策基本法，制定。

1962（昭和37） ・林野庁治山課と建設省砂防課との交流人事開始。  ・建設省砂防部設置。

1963（昭和38） ・地すべり総合研究会発足　・松之山（新潟）地すべり対策に集水井を多く採用。 ・1963年 黒四ダム完成

1964（昭和39） ・建設コンサルタント登録開始　　・土木研究所地すべり研究室，設置。 ・1964年 東京オリンピック。東海道新幹線,東名高速開通。

1965（昭和40） ・林道研究会「林道」創刊　・地すべり総合研究会，地すべり学会に改称。 ・1965年 日韓国交正常化。

1966（昭和41） ・昭和41年3月，由比寺尾地すべり対策工事完成。 ・1966年 日本人口1億人突破

1969（昭和44） ・森林部門技術士会発足（会員48名），会報ﾌｫﾚｽﾄｺﾝｻﾙ発刊。

1970（昭和45） ・建設省砂防部に地すべり対策室，設置。 ・1970年 大阪万博。よど号ハイジャック。

1974（昭和49） ・静岡市周辺で山崩れ多発（七夕豪雨）　・由比濁沢で地すべり,土石流発生。

1975（昭和50） ・第3次由比直轄地すべり防止事業開始。 ・1975年 ベトナム戦争終結

1984（昭和59） ・長野県西部地震による山地災害発生。御嶽崩れ（土砂量 約3,600万ｍ³）。

1993（平成5） ・北海道南西沖地震（M7.3，奥尻島などで津波被害，ホテル裏山で大崩壊）

1995（平成7） ・兵庫県南部地震（M7.2，阪神淡路大震災,死者6,349人，六甲山系で崩壊多発） ・オウム真理教，地下鉄サリン事件

1996（平成8） ・土木学会耐震設計に関する第二次提言，林野庁治山技術基準に耐震設計追加

2000（平成12） ・第3次由比直轄地すべり防止事業完成。由比地すべり管理センター，設置 ・2001年 中央省庁再編。農林水産省，国土交通省など発足。
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